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1. 概要  

本資料は，Ⅵ-2-9-2-5「シヤラグの耐震性についての計算書」におけるコンクリートの許容

応力度について，昭和 59 年 9 月 17 日付け 59 資庁第 8283 号にて認可された工事計画の添付

書類（以下「既工認」という。）からの変更点を説明するものである。  

  

2. コンクリートの評価位置及び許容応力度  

既工認及び今回工認におけるコンクリートの評価位置を図 1 に示す。コンクリートの許容

応力度は，既工認では許容圧縮応力度を適用していたが，評価位置 1，2 に発生する応力度は

いずれもコンクリートに対して局部的なものであるため，今回工認では許容支圧応力度を適用

する。既工認及び今回工認で適用する許容応力度は，それぞれ表 1，2に示すとおりである。 

なお，シヤラグの耐震評価におけるコンクリートの許容支圧応力度の適用については，東海

第二新規制工認にて適用実績がある。 

  

 

図 1 コンクリートの評価位置 

 

表 1 コンクリートの許容応力度（既工認） 

許容応力状態 許容圧縮応力度ｆｃ
＊ 

ⅢＡＳ ｆｃ＝2/3・Fｃ 
160 kg/cm2 

（15.6 N/mm2） 

ⅣＡＳ ｆｃ＝0.75・Fｃ 
180 kg/cm2 

（17.6 N/mm2） 

注記＊：Fｃ＝コンクリートの設計基準強度 
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表 2 コンクリートの許容応力度（今回工認） 

許容応力状態 許容支圧応力度ｆ’ｃ＊1 

ⅢＡＳ ｆ’ｃ＝ｆｃ・ /ｃ １Ａ Ａ  

かつ 

ｆ’ｃ≦2・ｆｃ及び 

ｆ’ｃ≦Ｆｃ 

23.5 N/mm2 ⅣＡＳ 

ⅤＡＳ＊2 

注記＊1：ｆｃ＝コンクリートの許容圧縮応力度 

Ａ１＝局部圧縮を受ける面積（支圧面積） 

Ａｃ＝支圧端から離れて応力が一様分布となったところの面積

（支承面積） 

Ｆｃ＝コンクリートの設計基準強度 

＊2：ⅤＡＳとしてⅣＡＳの許容限界を用いる。 

 

以上 

 




